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九州大学西新プラザ使用料金規程

平成１６年度九大規程第７１号

制 定：平成１６年 ４月 １日

最終改正：令和 元年 ９月３０日

（令和元年度九大規程第８０号）

第１条 九州大学西新プラザ規則（平成１６年度九大規則第６８号。以下「規則」という。）第

８条に基づく西新プラザ（以下「プラザ」という。）の施設の使用料については、この規程の

定めるところによる。

第２条 プラザの施設の使用料（月額使用料及び宿泊室の使用料を除く。）は、別表第１により

算出した額とする。

２ プラザの施設の月額使用料は、別表第２により算出した額とする。

３ 宿泊室の使用料は、別表第３及び別表第４により算出した額の合計額とする。

第３条 プラザの施設（宿泊室を除く。）を使用する場合で、次の各号のいずれにも該当すると

きは、事務局及び部局間で当該使用料を清算するものとする。

(1) 本学の職員が使用するとき。

(2) 本学の業務の用に供する使用であるとき。

(3) 使用料を各部局の予算において負担するとき。

第４条 第２条第１項及び第３項に規定する使用料は、前納とする。ただし、国、地方公共団体、

国立大学法人等が使用する場合にあっては、この限りでない。

２ 第２条第２項に規定する使用料については、使用する月の使用料をその月の前月の末日（使

用開始月にあっては使用開始日の前日）までに納付するものとする。ただし、産学交流室、資

料室１及び資料室２に係る光熱水料については、使用する月の翌月の末日までに納付するもの

とする。

３ 前２項の規定は、前条の規定による場合にあっては、適用しない。

４ 固定資産税が課せられるプラザの施設に係る使用料については、当該固定資産税相当額を加

算することができる。

５ 既納の使用料は、還付しない。ただし、天災その他使用者の責に帰すことができない事由に

より使用できない場合にあっては、この限りでない。

附 則

この規程は、平成１６年４月１日から施行する。

附 則（平成１６年度九大規程第１３９号）

この規程は、平成１６年１１月１日から施行する。

附 則（平成１６年度九大規程第２０９号）

この規程は、平成１７年４月１日から施行する。

附 則（平成１７年度九大規程第１８号）

この規程は、平成１７年９月１日から施行する。

附 則（平成１８年度九大規程第３１号）

この規程は、平成１８年７月１日から施行する。

附 則（平成１９年度九大規程第５７号）

この規程は、平成２０年４月１日から施行する。

附 則（平成２５年度九大規程第１１５号）

この規程は、平成２６年４月１日から施行する。

附 則（平成２８年度九大規程第１４３号）

この規程は、平成２９年４月１日から施行する。

附 則（令和元年度九大規程第８０号）

この規程は、令和元年１０月１日から施行する。
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別表第１（第２条第１項関係）

使用時間１時間当たり（１時間未満は１時間に切り上げ）

区 分
本学の職員及び

本学の卒業生
その他管理運営責任

職員経験者(※) 者が適当と認めた者

施設使用料 １，１７０円 １，７６０円 ２，３４０円

大会議室（Ａ） 光 熱 水 料 ５５０円 ５５０円 ５５０円

合 計 １，７２０円 ２，３１０円 ２，８９０円

施設使用料 １，３９０円 ２，０９０円 ２，７８０円

大会議室（Ｂ） 光 熱 水 料 ７５０円 ７５０円 ７５０円

合 計 ２，１４０円 ２，８４０円 ３，５３０円

施設使用料 ３８０円 ５７０円 ７６０円

中 会 議 室 光 熱 水 料 ２３０円 ２３０円 ２３０円

合 計 ６１０円 ８００円 ９９０円

施設使用料 ３１０円 ４７０円 ６２０円

小 会 議 室 光 熱 水 料 １１０円 １１０円 １１０円

合 計 ４２０円 ５８０円 ７３０円

施設使用料 ４７０円 ７１０円 ９４０円

多 目 的 室 光 熱 水 料 １６０円 １６０円 １６０円

合 計 ６３０円 ８７０円 １，１００円

施設使用料 ６００円 ９００円 １，２００円

和 室 光 熱 水 料 １６０円 １６０円 １６０円

合 計 ７６０円 １，０６０円 １，３６０円

施設使用料 ２４０円 ３６０円 ４８０円

オ フ ィ ス Ａ 光 熱 水 料 ８０円 ８０円 ８０円
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合 計 ３２０円 ４４０円 ５６０円

施設使用料 ２９０円 ４４０円 ５８０円

オ フ ィ ス Ｂ 光 熱 水 料 １００円 １００円 １００円

合 計 ３９０円 ５４０円 ６８０円

施設使用料 １，７８０円 ２，６７０円 ３，５６０円

展示コーナー 光 熱 水 料 ６５０円 ６５０円 ６５０円

合 計 ２，４３０円 ３，３２０円 ４，２１０円

施設使用料 ４１０円 ６２０円 ８２０円

産 学 交 流 室 光 熱 水 料 １１０円 １１０円 １１０円

合 計 ５２０円 ７３０円 ９３０円

施設使用料 ４１０円 ６２０円 ８２０円

資 料 室 １ 光 熱 水 料 １００円 １００円 １００円

合 計 ５１０円 ７２０円 ９２０円

施設使用料 １５０円 ２３０円 ３００円

資 料 室 ２ 光 熱 水 料 ３０円 ３０円 ３０円

合 計 １８０円 ２６０円 ３３０円

備考

（※）本学の職員及び職員経験者以外の者であっても、管理運営責任者が認める場合は、この

区分の施設使用料及び光熱水料とすることができる。
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別表第２（第２条第２項関係）

使用期間１か月当たり（１か月未満は１か月に切り上げ）

区 分
本学の職員及び

本学の卒業生
その他管理運営責任

職員経験者(※) 者が適当と認めた者

施設使用料 １７，６５０円 ２６，４７０円 ３５，２９０円

オ フ ィ ス Ａ 光 熱 水 料 ２６，７００円 ２６，７００円 ２６，７００円

合 計 ４４，３５０円 ５３，１７０円 ６１，９９０円

施設使用料 ２１，１８０円 ３１，７７０円 ４２，３５０円

オ フ ィ ス Ｂ 光 熱 水 料 ３２，６７０円 ３２，６７０円 ３２，６７０円

合 計 ５３，８５０円 ６４，４４０円 ７５，０２０円

施設使用料 ３０，０００円 ４５，０００円 ５９，９９０円

産 学 交 流 室

光 熱 水 料 メーター計測により算出した額

施設使用料 ３０，０００円 ４５，０００円 ５９，９９０円

資 料 室 １

光 熱 水 料 メーター計測により算出した額

施設使用料 １０，５９０円 １５，８８０円 ２１，１７０円

資 料 室 ２

光 熱 水 料 メーター計測により算出した額

備考

（※）本学の職員及び職員経験者以外の者であっても、管理運営責任者が認める場合は、この

区分の施設使用料及び光熱水料とすることができる。
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別表第３（第２条第３項関係）

１ 室 １ 泊 に つ き

（ １ 泊 目 か ら ３ 泊 目 ま で ）

区 分
１室１泊につき

本学の職員 その他管理運 （４泊目から）

及び職員経 本学の卒業生 営責任者が適 (※２)

験者(※１) 当と認めた者

施 設 使 用 料 ２，２７０円 ３，４００円 ４，５３０円 １，１４０円

１人利用 ５８０円 ５８０円 ５８０円 ５８０円

宿泊室 A 光熱水料

及 び ２人利用 １，１６０円 １，１６０円 １，１６０円 １，１６０円

宿泊室 B
１人利用 ２，８５０円 ３，９８０円 ５，１１０円 １，７２０円

合 計

２人利用 ３，４３０円 ４，５６０円 ５，６９０円 ２，３００円

施 設 使 用 料 １，８１０円 ２，７２０円 ３，６２０円 ９１０円

宿泊室 C
及 び 光 熱 水 料 ５５０円 ５５０円 ５５０円 ５５０円

宿泊室 D
合 計 ２，３６０円 ３，２７０円 ４，１７０円 １，４６０円

備考

（※ １）本学の職員及び職員経験者以外の者であっても、管理運営責任者が認める場合は、

この区分の施設使用料及び光熱水料とすることができる。

（※ ２）４泊以上宿泊の場合は、３泊分の１室１泊につき（１泊目から３泊目まで）の欄の

料金に、３泊を超える１泊毎に、１室１泊につき（４泊目から）の欄の料金を加算する。



- 6 -

別表第４（第２条第３項関係）

リ ネ ン 等 交 換 料

区 分

１泊の場合 ２泊の場合 ３泊の場合 ４泊以上の場合(※)

１人利用 １，６２０円 ２，３８０円 ３，１３０円
３泊毎に

宿泊室 A ８７０円

及 び

宿泊室 B
２人利用 ３，２４０円 ４，７６０円 ６，２６０円

３泊毎に

１，７４０円

宿泊室 C 及び宿泊室 D １，６２０円 ２，３８０円 ３，１３０円
３泊毎に

８７０円

備考

（※）４泊以上宿泊の場合は、１泊目から３泊毎に４泊以上の場合の欄の料金を加算する。


